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はじめに

「中央区地域防災計画」は、中央区内で地震や風水害等の災害が発生した場合に、区、防災関係機

関、区民、事業所等が連携して行うべき適切な防災対策や、平時からの備え等を定めることにより、

区民の生命、身体及び財産を災害から守り、「災害に強いまち中央区」を実現することを目的に策定し

ているものです。

本区では、令和３年２月に地域防災計画の修正を行いましたが、その後、東京都において首都直下

地震等の新たな被害想定をもとに、令和５年５月、「東京都地域防災計画（震災編）」が修正されまし

た。このことを受け、都の計画及び関係法令等との整合性等を図るとともに、前回の修正以降の区の

防災対策の進捗を反映するため、今般、「中央区地域防災計画」を修正しました。区では新たに掲げた

減災目標の達成に向けて、防災対策の強化・推進に引き続き取り組んでいきます。

本冊子は、中央区地域防災計画のうち、特に区民や事業所の方々に知っておいていただきたい重要

な部分を抜粋し、わかりやすく示したものです。

災害から一人でも多くの生命、身体及び財産を守るためには、「自分の命は自分で守る」という『自

助』の考え方、地域ぐるみの助け合いによって「自分たちのまちは自分たちで守る」という『共助』

の考え方に基づき行動する区民及び事業所等と、『公助』の役割を果たす行政や防災関係機関が、それ

ぞれの責務と役割について共通理解のもと、緊密な連携を図りながら地域特性を踏まえた防災対策を

一体となって取り組んでいくことが必要です。

そこで、この計画の修正にあたって「自助」「共助」「公助」の基本的な考え方（イメージ）と災害

対応シナリオを巻頭に掲載しています。

中央区地域防災計画の修正方針

○ 東京都地域防災計画等との整合性

・ 首都直下地震等による東京の被害想定により、本区の想定地震等を修正

・ 減災目標の修正

・ 関係法令等や各種データを更新

○ 前回（令和 3 年 2 月）修正以降の取組等の進捗を反映

・ 区における防災対策の取組及び防災に関する個別計画の進捗を反映

○ 災害対応のフェーズや“地域性”を加味した計画に再編

・ 災害対応の施策ごとに「震災予防・応急・復旧対策」を整理し、「災害復興」は別

に区分

「震災対策」と「風水害対策」を明確に区分

災害事象により想定される被害、その推移に応じた自助・共助の取組、区災害対策

本部の活動等災害対応のシナリオを更新
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2 地域防災計画の基本事項 

11 ．． 計計画画のの目目的的  

区内で地震や風水害等の災害が発生し た場合に、  

１  中央区、 防災関係機関、 区民、 事業所が連携し て力を結集し 、  

２  行う べき 適切な対応の内容と 、  

３  平時から の備え 

等を定める こ と によ り 、 区民の生命、 身体及び財産を災害から 守る ための計画で、  

「 災害に強いま ち中央区」 を目指すこ と を目的と し ていま す。  

 

22 ．． 計計画画のの策策定定  

中央区地域防災計画は、 災害対策基本法第 4 2 条に基づき 、 パブリ ッ ク コ メ ント の実施によ り  

区民の意見も 取り 入れて、 中央区防災会議が策定し ま す。  

 

 

 

 

 

 
 

33 ．． 計計画画のの構構成成  

  ＜＜本本編編＞＞  

  【 第 1 部 総則】  

   計画の概要や防災関係機関の業務大綱、 震災の前提、 減災目標等を定めていま す。  

【 第 2 部 施策ごと の具体的計画（ 震災予防・ 応急・ 復旧計画）】  

   震災に対する 施策ごと に予防・ 応急・ 復旧の各段階に応じ た対策等を定めていま す。  

【 第 3 部 災害復興計画】  

   被災し た方の援助、 復興に必要な制度や措置について定めていま す。  

【 第 4 部 風水害対策計画】  

   風水害の予防、 応急・ 復旧の各段階に応じ た対策等を定めていま す。  

【 第 5 部 大規模事故等対策計画】  

   自然災害だけでなく 大規模事故にも 対応でき る よ う 必要な事項を定めていま す。  

【 付 編 警戒宣言に伴う 対応措置】  

   東海地震に対する 対応を別に定めていま す。  

 ＜＜資資料料編編＞＞  

   図表や報告書等の様式、 防災協定等を別冊で取り ま と めていま す。   

○中央区防災会議  会長 中央区長 

中央区、 中央区議会、 東京都(建設局、 港湾局、 水道局、 交通局、 下水道局)、 警視庁、  

東京消防庁、 消防団、 陸上自衛隊、 海上保安庁、 日本郵便、 Ｎ Ｔ Ｔ 東日本、 首都高速道路、  

Ｊ Ｒ 東日本、 東京メ ト ロ 、 東京ガス グループ、 東京電力、 医師会、 歯科医師会、 薬剤師会、  

地域町会連合会、 防火防災女性の会、 社会福祉協議会 
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3 震災の前提及び減災目標 

11 ．． 中中央央区区のの被被害害想想定定  

令和４ 年５ 月に東京都防災会議が発表し た「 首都直下地震等によ る 東京の被害想定」 のう ち本区

での被害が最大と なる 都心南部直下地震をこ の計画の前提と し ま す。  

 

１ .  都心南部直下地震によ る 被害想定 
 

震   源 東京都 2 3 区南部 震   度 ６ 強 一部７  

規   模 マグニチュ ード ７ ． ３  気象条件 冬の平日 1 2 時・ 1 8 時、 風速８ m /秒 
 

事 項 
被 害 想 定 

1 2 時 1 8 時 

建物被害 建物全壊棟数 7 1 4 棟 
人的被害 死者 

（ う ちゆれ建物被害）  

（ 要配慮者の死者数）  

9 3 人 
（ 8 5 人）  
（ 1 4 人）  

8 4 人 
（ 7 7 人）  
（ 1 3 人）  

負傷者 3 ,2 4 9 人 2 ,7 0 2 人 
ライフライン支障率 

 
上水道断水率 4 5 .5 %  
下水道被害率 4 .4 %  
ガス 供給停止率 3 0 .０ %  
電力停電率 2 2 .1 %  2 2 .2 %  
通信不通回線率 0 .9 %  1 .0 %  

避難者数 5 0 ,1 2 4 人 5 0 ,1 2 6 人 
帰宅困難者数 3 3 7 ,0 9 8 人 
都内滞留者数 6 4 7 ,8 0 8 人 
閉じ 込めにつながり 得る エレ ベータ ー停止台数 1 ,0 9 4 台 1 ,0 9 6 台 
災害廃棄物 9 9 万ｔ  

（ 小数点以下の四捨五入によ り 、 合計値は合わない場合がある 。）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都心南部直下地震(M7 .3 )の震度分布 
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２ .  津波被害想定 

本区での南海ト ラ フ 巨大地震の津波によ る 被害は、 河川敷は浸水する も のの住宅地等の浸水は

ない想定です。  

事 項 
津波想定 

中央区 東京全域 

南海ト ラフ巨大地震 最大津波高（ 満潮時）  2 .4 2 m  2 .6 3 m  

3 0 cm 津波到達時間 1 時間 4 5 分 1 時間 2 2 分～1 時間 4 5 分 

最大津波到達時間 3 時間 2 3 分 1 時間 4 7 分～3 時間 5 7 分 

 

22 ．． 減減災災目目標標  

減災目標は、「 都心南部直下地震によ る 被害想定」 をも と に、 大地震によ り 発生する 深刻な被害を

極力少なく する ため、 実効性のある 防災対策を推進し ていく に当たっての具体的な数値目標です。  

中央区では、「 東京都地域防災計画（ 震災編）」（ 令和 5 年 5 月修正） と 整合性を図り 、 都及び防

災関係機関と 一体と なって効果的な防災・ 減災対策を推進する ため、 震災に対する 減災目標を修正

し ま し た。  

減災対策に向けて、 区及び防災関係機関の取組のみなら ず、 区民一人一人・ 地域・ 事業所の意識

高揚やさ ま ざま な防災対策の活動を支援する こ と で、「 地域ぐ る みで支え合い、 助け合う 」 環境づく

り をよ り 一層推進し ていき ま す。  

 

 

 

●減災に向けた主な対策 

① 「 地域ぐ る み」 の防災力強化 

・  区民一人一人の「 自助」 によ る 防災力の向上（ 在宅避難の普及・ 啓発、 防災意識の高揚 等）  

・  地域によ る「 自助、 共助」 の推進（ 防災拠点運営委員会の活動支援、 マンショ ン管理組合等

への普及啓発、 マンショ ン防災の推進、 事業所防災対策の推進 等）  

 

② 応急復旧体制の推進 

・  災害に強い安全なま ちづく り （ 都市基盤の整備等の機会を捉えた防災機能の整備促進 等）  

・  応急対応力の強化（ 初動態勢の強化、 防災関係機関と の連携強化、 受援体制の構築 等）  

・  情報通信の確保（ 多様な手段によ る 区民等への広報 等）  

・  医療救護・ 保健衛生等の体制強化（ 医師会や薬剤師会等と の連携・ 協力体制強化 等）  

・  防災拠点等の整備・ 運営体制の拡充（ 地域防災の担い手の育成、 備蓄・ 調達体制の充実 等）  

・  物資輸送体制の強化（ 国や都から の救援物資の受入・ 輸送体制の強化 等）  

・  帰宅困難者対策の推進（ 一時滞在施設等確保の拡充 等）  

・  区民の生活再建（ 被災者の生活再建に向けた各種支援 等）  

    減災目標 
2 0 3 0 年度ま でに首都直下地震によ る 人的・ 物的被害を

概ね半減 
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4 災害に対する本区の取組 

11 ．． 在在宅宅避避難難とと 防防災災拠拠点点（（ 避避難難所所）） へへのの避避難難  

●在宅避難 

発災時でも 、 自宅での生活が可能で危険がなければ、 避難する 必要はあり ま せん。 安全が確認でき

た場合は、 無理に防災拠点（ 避難所） へ避難せず、 自宅に留ま る 「 在宅避難」 を行ってく ださ い。  

区では、 区民の皆さ ま の在宅避難を推進し ていく ために、 家庭内備蓄や家具類転倒防止対策等「 自

助」 への取組に対する 普及・ 啓発や支援を行っていま す。  

在宅避難者に対し て生活に必要な情報や、 不足する 物資、 食料等を確実に提供でき る よ う 、 マンシ

ョ ン管理組合等と 町会・ 自治会や防災拠点と の連携体制づく り を促進し ていき ま す。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
●防災拠点（ 避難所） への避難 

発災時に自宅の倒壊や焼失、 又はそのおそれがあり 、 自宅での生活が困難になったと き には、 指定

さ れた防災拠点（ 避難所） に避難し てく ださ い。 避難が必要になったと き に慌てないよ う 、 普段から

「 どう いう と き に、 ど う やって、 どこ に避難する のか」 について、 家族で話し 合っておく こ と が大切

です。  

区では、こ う し た災害時に区民の皆さ ま の避難先と なる 防災拠点を区内に 2 ４ カ所整備し ていま す。 

なお、 防災拠点は避難所と し ての機能のほか、 地域活動拠点、 医療救護所、 情報拠点の機能も 備え

ていま す。
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防防災災対対策策優優良良ママンンシショョ ンン認認定定制制度度 

  

22 ．． 在在宅宅避避難難ののたためめのの対対策策  

●マンショ ン防災の推進 

マンショ ンは一般的に耐震性に優れ、 大地震においても 倒壊によ る 被害の可能性は低い一方で、 長

周期地震動等によ る 家具類の転倒・ 落下・ 移動等のほか、 ラ イ フ ラ イ ンやエレ ベータ ーの停止に伴う

日常生活への影響が懸念さ れま す。  

区は、 発災後も 自宅の安全が確保でき る 場合には住み慣れた自宅で生活を続ける 「 在宅避難」 の推

奨に加え、 各住戸やマンショ ン管理組合等における 備えの重要性の普及・ 啓発と と も に、 町会・ 自治

会等と の連携体制づく り やマンショ ンにおける 共助に基づく 防災活動への積極的な支援を推進し てい

ま す。  

 

    

① マンショ ン防災対策パンフレ ッ ト 等によ る 普及・ 啓発 

② マン ショ ン ごと の特性に応じ た防災マニュ アルの作

成支援 

③ 防災対策推進マンショ ンへの支援 

④ 防災対策優良マンショ ンへの認定及び支援 

 
 

●在宅避難者への支援 

防災拠点では、 家屋の損傷を免れた方がご自宅で継続し て生活でき る よ う 、 水、 食料、 生活必需品

等の配布や、 必要な情報の提供等の支援を行いま す。  

 

 

 

マンショ ンの防災力向上や地域と のつながり を一層高める ため、 防災組織の結成や防災マニュ

アルの作成等、 ソ フト 面の防災対策に積極的に取り 組むマンショ ンを「 中央区防災対策優良マン

ショ ン」 と し て認定し ていま す。 認定さ れたマンショ ンは、 防災訓練の経費助成や防災資器材の

供与等の支援が受けら れま す。 住宅の戸数が 1 0 戸（ 専用部分の

床面積が 1 戸当たり 4 0 平方メ ート ル以上） 以上のマンショ ンが

対象で分譲、 賃貸、 社宅等の種別は問いま せん。  

 
認定要件は次の 4 点です。  

・  防災組織を設置し ている こ と  

・  防災マニュ アルを作成し ている こ と  

・  防災訓練を実施し ている こ と （ 原則年１ 回以上）  

・  地域の町会等と の連携が図ら れている こ と  

 

ＴＴ ＯＯ ＰＰ ＩＩ ＣＣ ＳＳ   

 

区区内内ママンンシショョ ンンへへのの主主なな支支援援  
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災災害害時時にに停停止止しし たたエエレレ ベベーータタ ーーのの復復旧旧はは１１ ビビルル１１ 台台  
  

 

●住宅・ 建築物の耐震化の促進 

建築物所有者が地域の安全性に対する 影響を考慮し 、 主体的に耐震性の向上に取り 組むこ と ができ

る よ う 、 区は、 中央区耐震促進協議会によ る 活動や耐震補強等助成制度等に加え、 耐震化の専門家に

よ る アド バイ ザー派遣制度を設け、 耐震化の促進に取り 組んでいま す。  

 
 
 
 ① 旧耐震建築物所有者への個別訪問 

  ② 専門家によ る 耐震化相談窓口の設置 

  ③ 耐震フェ アの開催 

 
 
●民間建築物の耐震化の促進 

 区では、 地震によ る 建物の倒壊等の被害を未然に防ぎ、 安全・ 安心な住ま い・ ま ちづく り を実現で

き る よ う 、 旧耐震基準の建築物の所有者に対し て、 耐震診断や耐震補強工事等への助成を行っていま

す。  

 

●耐震化アド バイ ザーの派遣 

 区では、 震災時に建物被害を防ぐ ための耐震化の方法等についてアド バイ ス する 専門家（ 耐震化ア

ド バイ ザー） を無料で派遣し ていま す。  
 

●融資あっ せん 

 区では、 木造住宅の耐震補強工事の費用について、 必要な資金の融資をあっせんし ていま す。  

 

 
 
 
 
災害時にエレ ベータ ーが停止し た場合、 長時間に渡り 閉じ 込めら れる こ と も 想定さ れま す。 停

止し たエレ ベータ ーでは、 エレ ベータ ー保守員によ る 安全確認、 復旧が必要で、 よ り 多く の建物

のエレ ベータ ーを復旧さ せる ため、 複数設置し ている 建物は 1 ビル１ 台の復旧と なる 場合があ

り ま す。  

 
エレ ベータ ーの復旧には優先順位が設定さ れていま す。  

① 閉じ 込めが発生し ている 建物 

② 病院等の建物 

③ 公共性の高い建物 

④ 高層マンショ ン（ 地上高さ おおむね 6 0 m 以上）  

⑤ 一般の建物 

 

～～耐耐震震促促進進協協議議会会のの主主なな活活動動～～ 

ＴＴ ＯＯ ＰＰ ＩＩ ＣＣ ＳＳ   
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災害対策本部 

情情報報伝伝達達イイ メメ ーージジ図図  

緊急地震速報 

武力攻撃 

 

FAX 

防災拠点 中央区役所 

～～災災害害時時のの情情報報連連絡絡体体制制～～  

災災害害用用統統一一ＳＳ ＳＳ ＩＩ ＤＤ
エス エス アイ ディ ー

「「 フフ ァァ イイ ブブゼゼロロ ジジャャ パパンン」」   
 

「 ファ イ ブゼロ ジャ パン（ 0 0 0 0 0 J APAN ）」 は、 大規模災害時に公衆無線 LA N のアク  

セス ポイ ント （ Wi-Fi ス ポッ ト ） が無料で開放さ れる 仕組みです。 東日本大震災で携帯電話網

が大き な被害を受けたこ と から 、 通信事業者等がこ の仕組みを作り 、 平成 2 8 年の熊本地震を

皮切り に、 大阪北部地震、 北海道胆振東部地震のほか、  

複数の台風や豪雨災害で発動さ れま し た。  
 

災害時、 イ ンタ ーネッ ト に接続でき ないと き は、 Wi-Fi を 

選択する 画面から 「「 00 00 00 00 00 JJ AAPP AANN」」 と いう Ｓ Ｓ Ｉ Ｄ を 

探し てみま し ょ う 。  

33 ．． 災災害害情情報報のの収収集集とと 伝伝達達  

●本区の情報収集・ 伝達手段 

区では、各防災拠点や警察、消防等各関係機関と の間において、地域防災無線や無線Ｆ Ａ Ｘ によ り 、

相互通信によ り 情報収集・ 伝達ができ る 体制を構築し ていま す。 発災時には各地域の被害状況や防災

拠点、 帰宅困難者一時滞在施設等の情報を収集し 、 応急態勢の整備と と も に、 区民等へ正確かつ迅速

に情報伝達し ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

防災行政無線 

J アラ ート  

緊急告知ラ ジオ 
人工衛星 

安全安心メ ール 

ホーム ページ 総務省消防庁 

災害情報 

気象庁 

緊急速報メ ール 

防災マッ プアプリ  

ス ピ ーカー付き  
庁有車 

 

ＴＴ ＯＯ ＰＰ ＩＩ ＣＣ ＳＳ   

Ｓ Ｎ Ｓ  

ﾔﾌ 防ー災速報ｱﾌ゚ ﾘ 

FM ﾗｼ゙ ｵ･ｹー ﾌ゙ ﾙﾃﾚﾋﾞ  
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① 防災行政無線  屋外スピーカーから緊急情報をお知らせします。

② 緊急告知ラジオ ラジオの端末を自動起動させて、緊急情報をお知らせします。

③ ホームページ
災害時にトップページを災害対策本部のページに切り替え、情報を提供します。
ホームページアドレス  https://www.city.chuo.lg.jp/
（スマートフォンサイト）https://www.city.chuo.lg.jp/smph/
（モバイルサイト） https://www.city.chuo.lg.jp/mobile/index.html

④ 安全安心メール
気象警報・注意報、地震情報等から希望する内容を、登録者にメールで配信します。

⑤ 緊急速報メール
生命に影響を及ぼす緊急な情報については、緊急速報メールにより中央区のエリアにいる方々の携帯

端末に情報配信をします。

⑥ ＳＮＳ ＬＩＮＥや X（旧 Twitter）、Facebook を用いて、情報を提供します。  
ＬＩＮＥ アカウント名：中央区 アカウント ID：tokyochuo.city
Ｘ（旧 Twitter） https://twitter.com/chuo_city
Facebook https://www.facebook.com/tokyochuo.city

⑦ 防災マップアプリ
災害時に避難所等の情報をお知らせする中央区公式アプリです。
対応言語：日本語・英語・中国語（繁体字・簡体字）・韓国語

⑧ Yahoo!防災速報アプリ
Yahoo!防災速報アプリを活用して避難指示等の緊急情報を配信します。

⑨ スピーカー付き庁有車 区内を巡回して緊急情報を周知します。

⑩ ＦＭラジオ放送・ケーブルテレビ 災害時の協定により、災害情報が放送されます。

● 多言語放送
区ホームページ、安全安心メール及び防災マップアプリにより、重要な災害情報を外国語で情報伝達

します。

災災害害発発生生時時のの主主なな情情報報提提供供内内容容 

発発災災直直後後～～概概ねね３３時時間間後後 概概ねね３３時時間間～～2244 時時間間後後 概概ねね 2244 時時間間後後以以降降 

防防災災行行政政無無線線 

緊緊急急告告知知ララジジオオ 

〇緊急地震速報（23 区内震度５弱以上又は長周期地震動階級３以上）

〇大津波警報、津波警報、津波注意報

〇避難指示等の緊急情報

ホホーームムペペーージジ
安安全全安安心心メメーールル
SSNNSS
防防災災ママッッププアアププリリ
YYaahhoooo!!防防災災速速報報
アアププリリ

〇地震発生情報

〇気象情報

〇避難指示等の緊急情報

〇区内被害情報

〇防災拠点等、帰宅困難者一時滞在施設開設情報

〇ライフラインや交通等の生活関連情報

〇物資配給情報

〇給水所情報

●安否情報の提供

区は、防災拠点等に避難した被災者の安否情報を的確に把握するとともに、警察、消防、医療機関

等と連携して死亡者、負傷者等の情報収集に努めます。それらの収集した情報に基づいて、被災者の

家族、職場の関係者、知人等からの安否情報の照会に対して、照会者の区分に応じて安否情報を提供

します。

区民の皆さまへの情報提供手段
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44 ．． 防防災災拠拠点点（（ 避避難難所所）） へへのの避避難難  

●地震発生時の避難の流れ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
  
  
  

一一時時（（ いいっっとと きき ）） 集集合合場場所所：： 33 99 カカ所所 広域避難場所等へ避難する 前に、 一時的に集合し て災害状況

の様子を見たり 、 避難のために集合する ための場所です。  

広広域域避避難難場場所所：： 44 カカ所所  地震等に伴って大規模延焼火災が発生し た場合に火の手から

身を守る ため避難する 場所です。  

防防災災拠拠点点((避避難難所所))：： 22 ４４ カカ所所  

大地震等が発生し た際、 建物被害で在宅でき なく なった方等

が、 一時的に避難する 区立小中学校等の公共施設です。 地域

活動の拠点と し て、避難所の他にも 、地域活動拠点、医療救護

所、 情報拠点と し ての防災対策機能を持っています。  

副副拠拠点点：： ７７ カカ所所  避難者が多く なり 、 防災拠点での受入れが困難な場合は、 周

辺の公共施設に副拠点を設置し ま す。  

福福祉祉避避難難所所：： 11 77 カカ所所  防災拠点で生活をする こ と が困難な高齢者や障害のある 方等

を対象と する 避難施設です。  

大大規規模模火火災災がが

発発生生しし そそのの場場

にに留留まま るる ここ とと

がが危危険険ででああるる   

区区内内ににおお住住まま

いい のの 方方 (( 中中央央

区区民民))  

倒倒壊壊・・ 焼焼失失にに

よよ りり 自自 宅宅 でで

生生 活活 がが でで きき

なないい  

自自宅宅  

火火災災のの危危険険

ががああ りり 一一時時

集集合合場場所所にに

行行けけなないい  

火火 災災 はは おおささ

まま っっ たた がが 自自

宅宅がが倒倒壊壊・・ 焼焼

失失  

火火災災ははおおささ

まま りり 自自宅宅にに

被被害害ががなないい  

自自 宅宅 がが 安安全全

ででああるる   

地震発生 

在宅避難 

防防災災拠拠点点((避避難難所所))  

延延焼焼火火災災

ののおおそそれれ  
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中中央央区区防防災災ママッッ ププ   

あかつき 公園一帯 

新川ツイ ンビル地区 

佃リ バーシティ 地区 

築地四丁目８ ～1 6 番、 築地六丁目１ ～1 9
番・ 2 1 ～2 6 番、 築地七丁目 

晴海地区 

月島、 勝ど き 一～四丁目、 晴海 

入船、 湊 

佃 

凡 例 

指定避難所 

指定緊急避難場所 

防災拠点(避難所) 拠拠 

副 副拠点 

福 福祉避難所 

防災拠点地域 
割り の境界 

浜浜町町区区民民館館 

ケアサポート センタ ー十思 

浜浜町町敬敬老老館館 
浜浜町町児児童童館館 

明明石石小小学学校校 

晴晴海海地地区区 

新新川川ツツ イイ ンンビビ ルル地地区区 

マイ ホーム新川 

わわとと ななーーるる 桜桜川川  

京京華華スス クク エエアア   

桜桜川川敬敬老老館館 
京京橋橋ププララ ザザ 

佃佃リリ ババーーシシテティィ 地地区区 

ああかかつつきき 公公園園一一帯帯 

リリ ハハポポーートト 明明石石  

月月島島社社会会教教育育会会館館    
晴晴海海分分館館「「 アアーートト ははるる みみ」」  

城城東東小小学学校校 

泰泰明明小小学学校校 

銀銀座座中中学学校校 

中中央央小小学学校校 

京京橋橋築築地地小小学学校校 

明明正正小小学学校校 

常常盤盤小小学学校校 

日日本本橋橋小小学学校校  

有有馬馬小小学学校校 

久久松松小小学学校校 

日日本本橋橋中中学学校校  

阪阪本本小小学学校校 

佃佃島島小小学学校校 
佃佃中中学学校校 

月月島島第第一一 
小学校 

月月島島第第二二 
小学校 

月月島島第第三三 
小小学学校校  

晴晴海海中中学学校校 

豊豊海海小小学学校校 

晴晴海海西西小小学学校校 
晴晴海海西西中中学学校校 

新新川川区区民民館館 

日本橋公会堂集会室 

月月島島児児童童館館 
月月島島社社会会教教育育会会館館  

勝勝どどきき 区区民民館館  
勝勝どどきき 敬敬老老館館  

勝勝どど きき 児児童童館館  

マイ ホームはる み 

新新とと みみ  

晴晴海海苑苑  

築地社会教育会館 
福福祉祉セセンンタタ ーー 
子子どどもも 発発達達支支援援セセンンタタ ーーゆゆりり ののきき   
教教育育セセンンタタ ーー  

ケケアアササポポーートト セセンンタタ ーーつつきき しし まま   

佃佃児児童童館館 
シシニニアアセセンンタタ ーー 

十十思思スス クク エエアア   

拠拠 

拠拠 

拠拠 

拠拠 

拠拠 

拠拠 拠拠 

拠拠 

副 
副 

副 

福 

福 

福 

拠拠 

福 

福 

拠拠 

福 

拠拠 
拠拠 

福 

福 

拠拠 

福 

拠拠 

拠拠 

拠拠 

拠拠 

福 

副 

福 

拠拠 

拠拠 

福 
拠拠 

拠拠 

福 

拠拠 

福 

拠拠 
福 

拠拠 

レ イ ンボーハウ ス 明石 福 

広域避難場所の地区割当 

副 
福 

〇地 震 
防災拠点(避難所) 

 
〇大規模な火災 
  
 
 
 
 
〇洪水・ 浸水及び高潮 
・ 防災拠点(避難所) 
・ 中央区役所 
・ 日本橋区民センタ ー 
・ 月島区民センタ ー 
・ 晴海区民センタ ー 
 
〇津 波 
・ 佃島小学校 
・ 月島第一小学校 
・ 月島第二小学校 
・ 豊海小学校 
・ 佃中学校 
・ 月島区民センタ ー 

広域避難場所 

 大規模な火災等 
で避難する 地区 

区ホームページ内の
防災パンフレ ッ ト 等
一覧のページから 、
中央区防災マッ プを
ご覧いただけま す 

日日本本橋橋社社会会教教育育会会館館  

区の施設 

中中央央区区役役所所 

月島区民センタ ー 

晴晴海海区区民民セセンンタタ ーー  

日本橋区民センタ ー 

GG RRAANNDD  MMAARRIINN AA  TT OO KKYYOO  
パパーークク タタ ワワ ーー勝勝どど きき ミミ ッッ ドド   

GGRRAANNDD  MMAARRIINN AA  TT OO KKYYOO   
パパーークク タタ ワワ ーー勝勝どど きき ササウウ スス   

副 
副 
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●防災拠点の開設・ 運営 

防災拠点は、 町会・ 自治会を一つの組織単位と し た防災区民組織等によ り 構成さ れた防災拠点運

営委員会が中心と なって開設し 運営さ れま す。 災害時、 防災拠点では、 避難者に対し て水、 食料、

生活必需品等を提供する と と も にト イ レ 機能を確保する など避難生活を支援する 活動をし ま す。  

防災拠点の運営にあたっては健康・ 衛生管理、 要配慮者への対応、 女性の視点等を踏ま えた配慮

を行う と と も に、 区民の方々の安否情報を提供し ま す。  

 

＜防災拠点運営委員会活動への支援＞ 

防災拠点運営委員会では、平時から 避難所の開設・ 運営に関する 意見交

換や情報共有を図る と と も に、 地域の特性に応じ て、 防災拠点の開設・ 運

営のほか避難行動要支援者の安否情報の収集、帰宅困難者の対応、ペッ ト

同行避難、 在宅避難者への支援等の防災訓練を実施する と と も に、 適宜、

防災拠点の活動マニュ アルを更新し ていま す。  

地域特性や過去の大規模災害の教訓等を 踏ま えつつ、 災害時に防災拠

点が円滑に開設・ 運営さ れる よ う 、 区は引き 続き 、 防災拠点運営委員会活

動を支援し ていき ま す。  

 

＜女性の視点等を踏ま えた取組＞ 

防災に関する 施策・ 方針の決定過程における 女性の参画を拡大する ため、

防火防災女性の会代表の方々を中央区防災会議の委員と し 、 さ ま ざま な意見

を反映し ていま す。  

防災拠点運営委員会活動においても 女性リ ーダーの育成を図る ほか、 女性

の視点等を踏ま えた備蓄物資の充実、 防犯対策など女性等に配慮し た対策に

取り 組んでいき ま す。  

 

＜防災拠点にある 主な備蓄品＞ 

飲料水、 食料、 生活必需品等、 避難所生活に欠かせない物資・ 資器材のほか、 こ れま での災害の教

訓を踏ま え、 夜間の発災やラ イ フ ラ イ ンの途絶、 女性や要配慮者への配慮、 感染症対策等に対応する

ための物資・ 資器材についても 備蓄し ていま す。  

① 飲料水、 食料    ② 生活必需品 ③ 給食・ 給水用資器材 

④ 初期消火、 救助用資器材 ⑤ 救護用資器材 ⑥情報収集･伝達用資器材 

⑦ 照明用資器材 ⑧ 蓄電池・ 発電機 
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●防災区民組織への支援 

防災区民組織は、 原則と し て町会・ 自治会を一つの単位と する 、 地域が自主

的に結成し た防災組織です。 平時には、 防災意識等の普及や災害に備えた訓練

等の予防活動を行う ほか、 災害時には、 地域において初期消火や避難誘導等の

応急活動を行いま す。ま た、防災拠点の運営主体である 防災拠点運営委員会は、

主と し て複数の防災区民組織で構成さ れていま す。  

区では、 こ う し た防災区民組織に対する 支援と し て、 助成金の交付や資器材の供与等を行い、 災害

時における 地域防災力の強化を図っていま す。  

 

●感染症への対策 

防災拠点では、 感染者等の受入手順や専用ス ペース 、 動線の確保等についての対応

方法を示し た「 避難所における 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症対策基本マニュ アル」 を整

備し ていま す。 感染症の流行期においては感染症の拡大等が生じ ないよ う 本マニュ ア

ルに沿って適切に防災拠点の運営に努めま す。  

今後も 、 国内で感染症が流行し ている 時に災害が発生する こ と も 想定

し 、 必要な感染症対策物資の備蓄や防災拠点運営委員会における 訓練など

を行っていき ま す。   

多多世世代代参参加加型型のの防防災災拠拠点点運運営営委委員員会会訓訓練練をを実実施施しし てていいまま すす。。   
 

防災拠点では、 防災拠点運営委員会が主催する 防災訓練を毎年実施し ていま す。 防災拠点(避難所)を

開設する 手順や安否確認の方法のほか、 資器材の使い方を確認し たり 、 炊出し 、 テント の組み立て、 初

期消火の体験等、 さ ま ざま な訓練を行っていま す。  

令和 4 年度から は幅広い世代の参加を促し 、 地域防災の担い手の育成を図る ため、

子ども も 参加し やすいメ ニュ ーを取り 入れる など、 訓練内容の充実を図っていま す。  

ぜひご自分の地域の防災拠点訓練に参加し てく ださ い。  

※ 防災拠点運営委員会訓練については、 区ホームページでご覧いただけま す。  

ＴＴ ＯＯ ＰＰ ＩＩ ＣＣ ＳＳ   

ミ ニ消防車乗車体験の様子 綱渡り 訓練の様子 

区ホームページ内の
防災拠点から のお知
ら せのページから 、
ご覧いただけま す 
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55 ．． 福福祉祉避避難難所所及及びび避避難難行行動動要要支支援援者者対対策策  

●福祉避難所の開設 

高齢者、 障害者等の要配慮者のう ち、 防災拠点（ 一般の避難所） において生活する こ と が困難な方

を対象と し て、災害の規模や被災状況を踏ま え、開設が必要な福祉避難所を判断し 、順次開設し ま す。  
 

福祉避難所の種類 開設時期 対象者 

主に緊急入所を行う 施設 

（ 特別養護老人ホーム等） 
受入態勢が整い次

第速やかに開設 

寝たき り 等で常時専門的な介護等が必要な方で、

自宅での療養が困難な方 

（ 通常の） 福祉避難所 

 
概ね発災から 3 日

後 

虚弱や認知症等、一般の避難所又は在宅での避難

が困難な方 

障害者向け福祉避難所 

 
概ね発災後 1 2 時

間以内 

障害によ り 継続的に日常生活又は社会生活に相

当な制限を受ける 方のう ち、 一般の避難所では、

本人の状態の悪化、ある いは本人や他の避難者の

生活に支障が生じ る ため、一般の避難所又は在宅

での避難が困難な方 

  
●●福福祉祉避避難難所所へへのの受受入入れれにに関関すするる 流流れれ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

医医療療機機関関・・ そそのの他他施施設設  

災災害害発発生生 

自自宅宅にに 留留まま

るる ここ とと ががでで

きき なないい  

専専門門的的なな 医医療療的的

ケケアア・・ 介介護護がが必必要要

なな方方  

自自宅宅にに留留まま

るる ここ とと がが でで

きき るる   
自自宅宅  

＜＜一一般般用用避避難難居居室室＞＞  
ひと り 暮ら し の高齢者等で、 あ

る 程度自立し ている 方 

＜＜要要配配慮慮者者優優先先居居室室＞＞  
虚弱高齢者等、 一般用避難居室

では不都合がある 方 
一一般般のの避避難難所所でではは  
生生活活がが困困難難なな方方  

福福祉祉避避難難所所  
一般の避難所では生活が継続でき な

い方のために配慮がなさ れた避難所 

主に緊急入所を行う 施設 
（（ 特特別別養養護護老老人人ホホーームム等等））  障障害害者者向向けけ福福祉祉避避難難所所  ((通通常常のの))福福祉祉避避難難所所  

在在宅宅避避難難  

防災拠点 
((一一般般のの避避難難所所))  

- 26 -



 

- 27 - 

●避難行動要支援者対策 

区は、 あら かじ め災害時に支援が必要と 思われる 対象者を把握する と と も に、 日頃から の備えに対

する 啓発に努め、 地域において住民等が互いに助け合う こ と ができ る よ う 、 防災区民組織等の関係機

関と の連携を図り 、 避難行動要支援者に対する 支援体制の整備を進めていま す。  

 

＜災害時地域たすけあい名簿の作成・ 管理＞ 

区は災害時に自力で避難する こ と が困難な方を登録し 、 安否確認や避難誘導等の支援及び支援体制

づく り に役立てる こ と を目的と する「 災害時地域たすけあい名簿」（ 災害対策基本法に基づく 「 避難行

動要支援者名簿」 に相当する 名簿） を作成し ていま す。 本人の同意を得た方の名簿情報は、 避難支援

等関係者に提供し ま す。 ただし 、 災害が発生し 又は発生する おそれがある 場合において、 避難行動要

支援者の生命又は身体を保護する ため特に必要がある と 認める と き は、本人の同意の有無に関わら ず、

避難支援等に必要な範囲で名簿情報を提供し ま す。  

① 登録対象者（ 避難行動要支援者の要件）  

区内在住で次のいずれかに該当する 方（ 施設等に入所さ れている 方を除く ）  

・  7 5 歳以上で 1 人暮ら し の方 

・  要介護 3 ～5 に該当する 方 

・  身体障害者手帳（ 第 1 種の記載がある も の） をお持ちの方と 、 言語・ 視覚・ 聴覚障害の全等

級、 肢体不自由の 1 ～3 級に該当する 方 

・  東京都愛の手帳 1 ～2 度に該当する 方 

・  精神障害者保健福祉手帳 1 級に該当する 方 

・  その他災害時に支援を必要と し 、 希望する 方 

② 避難支援等関係者（ 災害時地域たすけあい名簿の提供先）  

・  防災区民組織（ 町会・ 自治会）  

・  民生・ 児童委員 

・  区内消防署・ 警察署 

・  介護サービス 事業者 

・  区と 協定を締結し たマンショ ン管理組合等（ 協定では、 個人情報の取り 扱いや防災対策等の

推進を取り 決めていま す。）  

③ 名簿情報の管理 

     情報漏洩を防止する ために、 提供先も 含めて厳格に名簿情報を管理し ま す。  

 

＜個別避難計画の作成＞ 

区は、 災害発生時における 避難行動要支援者の避難支援を実効性ある も のと す

る ため、 避難行動要支援者一人一人の状況に合わせた個別避難計画の作成を推進

する と と も に、 避難支援体制の整備に取り 組んでいま す。 本人又は家族によ る 作

成が難し い場合には、 避難行動要支援者と 関わり のある 居宅介護支援事業所や相

談支援事業所等と 連携し て進めていま す。  
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66 ．． 医医療療救救護護体体制制  

 区は発災後、 医療救護活動拠点及び災害薬事センタ ーを設置する と と も に、 区内の医療関係団体等

と 連携を図り 、 迅速な対応ができ る よ う 連絡体制を含む初動態勢を構築する など、 医療救護体制を整

備し ま す。 傷病者への処置は、 ト リ アージによ り 判明し た症状の程度に合わせて対応し 、 中等症者・

重症者や特殊な医療を要する 方については災害拠点病院等へ搬送し ま す。  

ま た、 発災初動期は、 地域での連携し た取組が不可欠である こ と から 、 日頃から 救命講習等の応急

手当講習会への参加を促進する など、 地域の共助体制を支援し ていき ま す。  

 
～～災災害害発発生生かからら 応応急急救救護護体体制制構構築築まま ででのの流流れれ～～  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

※図上の「 医師等」 には、 医科・ 歯科の医師、 薬剤師、 看護師、 柔道整復師等の医療従事者を 含みま す。 
※医療救護所等では、 主に軽症者の治療及び災害拠点病院等への搬送ま での応急処置を 行いま す。  

※医療救護活動拠点は、 災害医療コ ーディ ネータ ーを 中心に医療ニーズ・ 医療救護活動方針の確認や情報

交換を 行いま す。  

※緊急医療救護所は震度６ 弱以上、 7 2 時間を 目安に開設。 ト リ アージと 軽症者の治療を 実施し ま す。 重

症者等は災害拠点病院等へ搬送し ま す。  

※災害拠点病院・ 災害拠点連携病院と は、 聖路加国際病院を 含む、 二次医療圏内の指定病院です。  

災
害
発
生 

 

区
職
員 

傷
病
者 

  

 
 

 
 

 
災
害
拠
点
病
院
・
災
害
拠
点
連
携
病
院 

参 集 

参 集 

参 集 

災害時医療救護活動従事ス タ ッ フ 、 一般医師等 

自院で診療・ 調剤が可能な医師等 

重症者・ 中等症者 

重症者・ 中等症者 

 

 

重
症
者
・
中
等
症
者 

 

医
師
等 

災害対策本部 

中央区保健所 
(災害医療ｺ ﾃー゙ ｨﾈー ﾀ 、ー  

災害薬事ｺ ﾃー゙ ｨﾈー ﾀー ) 

医療救護活動拠点 

(医療救護活動の統括・ 調整) 

災害薬事センタ ー 

情 報 
連 携 

情 報 
連 携 

医療団体等事務局 

防
災
拠
点
運
営
委
員
会 

医
師
等 

防
災
拠
点(

医
療
救
護
所) 

診
療
所
・
薬
局(

自
院) 

緊
急
医
療
救
護
所 

(

・
軽
症
者
治
療
等) 

状況報告 

状況報告 指 示 

協力要請 

・ 診療所の 
開設状況 
 

・ 医療救護
所の開設
指示 

救急車等直接搬送 
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７７ ．． 帰帰宅宅困困難難者者対対策策  

被害想定では、 区内で約 3 4 万人の帰宅困難者が発生する と 想定さ れていま す。 銀座、 日本橋、 築

地など、 多く の繁華街やオフィ ス 街を有する 本区では、 従業員の一斉帰宅の抑制や駅・ 大規模集客施

設等における 利用者保護の取組の普及・ 啓発を図っていく と と も に、 旅行者、 買い物客等の来街者を

保護する 一時滞在施設等の確保を進める こ と によ り 、 路上に滞留する 行き 場のない帰宅困難者の抑制

に取り 組んでいき ま す。  

 

●事業所における 防災対策 

区では、 事業所の建物やオフィ ス 内の安全対策、 東京都帰宅困難者対策条例に基づく 従業者の一斉

帰宅の抑制、 施設利用者の保護、 安否確認手段の確立及び水・ 食料等の備蓄

等を推進する ため、事業所防災パンフレ ッ ト やＤ Ｖ Ｄ を活用し て業界団体等

を通じ た普及・ 啓発や地域での防災拠点訓練への事業所の参加によ り 事業所

の災害対応能力（ 自助） の強化を進めていま す。 ま た、 災害時に地域住民の救

出・ 救助や帰宅困難者に対する 支援等を事業所に協力を求める 「 災害時協力協

定」 を締結する など、 ま ちと 事業所が一体と なった防災体制づく り を進めま す。 

 

●帰宅困難者一時滞在施設等の確保 

旅行中の観光客や買い物客等の帰宅困難者を 、 発災時に安全に保護する

ため、 都では一時滞在施設の整備を進めていま す。 本区においても「 中央区

ま ちづく り 基本条例」 及び「 中央区市街地開発事業指導要綱」 によ る 指導・

協議を通じ て、民間事業者によ る 一時滞在施設等の確保を進めていま す。一

時滞在施設では、民間事業者（ 施設管理者） によ り 、 帰宅困難者が留ま る ために必要な飲料水、 食料、

簡易ト イ レ 等の備蓄及び災害時における 一時滞在施設等の開設、 運営を行いま す。  

 

●中央区帰宅困難者支援施設運営協議会活動への支援 

区では、 一時滞在施設等を円滑に開設・ 運営する ため、 民間事業者が主体と なって運営する 「 中央

区帰宅困難者支援施設運営協議会」 を平成 2 4 年 1 0 月に設立し ま し た。 協議会活動は民間事業者が

主体と なり 、 帰宅困難者受入訓練の実施のほか、 一時滞在施設等の運営マニュ アルの作成、 災害時の

各機関の役割分担等の検討を行っていま す。 区は、 帰宅困難者対策に資する 対策強化と と も に協議会

の会員拡充や事業所防災対策の普及・ 啓発等の協議会活動に対する 支援を継続し て行っていき ま す。  

 
 

・ 施設運営計画、 マニュ アル等の作成・ 改定 

・ 防災備蓄倉庫の整備と 備蓄品の管理・ 更新 

・ 災害発生時の受入れ、 情報提供、 物資提供、 応援要員の派遣等 

・ 協議会員相互の情報共有と 会員の拡充 

・ 地域と の連携 

協協議議会会（（ 民民間間事事業業者者等等）） のの役役割割  
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・ 協議会活動への支援（ 協議会運営への支援、一時滞在施設等の周知、協議会会員

の拡充等）  

・ 地域防災無線の設置や防災マッ プアプリ の運用によ る 情報伝達体制の整備 

・ 災害発生時の開設要請、 情報提供等 

 
 

●発災時の帰宅困難者一時滞在施設等の開設及び運営 

区から 帰宅困難者一時滞在施設の管理者に対し 、 防災マッ プアプリ 等によ り 開設要請を行い、 施設

管理者は要請に基づき 発災後６ 時間を目途に施設を開設し ま す。 開設後、 区ホームページ、 Ｓ Ｎ Ｓ 等

の情報伝達手段を活用し 周知する と と も に、 各防災拠点において防災マッ プアプリ や入口掲示用ポス

タ ー等を活用し て帰宅困難者を円滑に誘導し ていき ま す。 ま た、 施設管理者は、 近隣の一時滞在施設

や駅等と 連携をと り ながら 帰宅困難者の保護を図る と と も に災害情報の提供を行いま す。  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

～～中中央央区区をを中中心心とと しし たた災災害害時時のの連連絡絡体体制制～～  

大大震震災災かからら のの教教訓訓  
 
平成 2 3 年 3 月に発生し た東日本大震災では、 鉄道が停止

し 、 多く の人が家路を急いだこ と 等さ ま ざま な要因が重なり 、

本区でも 大き な混乱が生じ ま し た。 多く の人が一斉に帰宅し て

し ま う と 、 群衆雪崩の発生やがれき 落下等の二次災害に巻き 込

ま れる 危険がある だけでなく 救助・ 救急活動の妨げになり ま す

ので、 災害時は自社に 3 日間留ま る 取組が必要と なり ま す。  

ＴＴ ＯＯ ＰＰ ＩＩ ＣＣ ＳＳ   

中中央央区区のの役役割割  

～中央区を中心と し た災害時の連絡体制～ 

帰帰宅宅困困難難者者  

一時滞在施設等 
B 

駅 

防災 

拠点 

隣接区 
都 

事業者 

その他 

関係先 中央区 
情情報報集集約約  

情報提供 
(受入可能な施設、
帰宅ルート 等) 

一時滞在施設等 

A 受受入入可可  受受入入不不可可 

情情報報共共有有  情情報報共共有有  

平成 2 3 年 3 月 1 1 日の昭和通り の渋滞の様子 

区区ホホーームムペペーージジ、、   
防防災災ママッッ ププアアププ

リリ 、、 SS NNSS 等等  

情報提供 
(施設の開設状況等) 

防災拠点 

誘誘導導 
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８８ ．． 区区民民生生活活のの早早期期再再建建  

発災後、 区民の速やかな生活再建が図ら れる よ う 、 ト イ レ の確保、 被災住宅の応急危険度判定、 り

災証明書の交付、 災害廃棄物の処理、 被災者の生活支援の継続等、 生活再建の支援業務を早期に実施

する 体制を構築し ていき ま す。  

 

●ト イ レ の確保 

上下水道の機能に支障が生じ た際、 区は直ちに防災関係機関の協力を得ながら 防災用井戸や河川等

を活用し 、 ト イ レ 機能に必要な生活用水の確保を図り ま す。  

避難場所や防災拠点（ 避難所） において仮設ト イ レ の設置やマンホールト イ レ の活用など によ り ト

イ レ 機能を確保し ま す。  

家庭・ 事業所において、 水洗ト イ レ の安全確認ができ ない又は使用でき ない場合は、 家庭・ 事業所

に備蓄し ている 携帯ト イ レ 等によ り 対応を図ってく ださ い。  

 

●被災住宅の応急危険度判定 

被災民間住宅の余震等によ る 倒壊等二次災害を防止する ため、 応急危険度

判定員によ り 建築物の応急危険度判定の調査を実施し ま す。 その調査結果は

「 危険」「 要注意」「 調査済」 の 3 種類のス テッ カーによ り 、 建築物の出入口

等の見やすい場所に表示し ま す。  

 

●り 災証明書の交付 

区は住家被害認定調査、り 災証明書交付、被災者台帳作成に必要な機能を備

えた「 被災者生活再建支援シス テム」 の活用によ り 、 迅速かつ効率的な被災者

支援に努めま す。ま た、 都が設置し た「 東京都被災者生活再建支援シス テム利

用協議会」 への参画を通じ て、生活再建支援業務に係る 課題の共有や対策の検

討、訓練の実施等、協議会と の緊密な連携を図り ながら 被災者支援に向けた体

制整備を推進し ていき ま す。  

 

●災害廃棄物の処理 

災害時に発生する 大量のごみ等の処理を円滑かつ適切に行い、 区民の生活環

境の保全に努めま す。 ま た、 地震によ り 倒壊し た建築物等から 発生する がれき

を速やかに処理し 、 その後の復旧・ 復興事業を円滑に進めま す。  

 

●被災者の生活支援 

災害によ り 、 その生活基盤に著し い被害を受けた区民に被災者生活再建支援金

を、 死亡し た区民の遺族に対する 災害弔慰金、 精神又は身体に著し い障害を受け

た区民に災害障害見舞金を支給し ま す。 ま た、 職業のあっせん、 租税等の徴税猶

予及び減免等、 各種資金の貸付等を実施し 、 被災し た区民の生活再建を支援する

と と も に、 生活の安定と 被災地の速やかな復旧復興を図り ま す。   
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９９ ．． 風風水水害害へへのの対対策策  

近年、 全国で記録的な豪雨が頻繁に発生する 中、 河川氾濫や高潮によ る 被害のほか、 河川流域にお

ける 市街化の進展と 相ま った都市型水害も 多く 発生し ていま す。 風水害の被害を最小限にと どめてい

く ためには、 河川や防潮堤、 下水道の整備等多大な費用と 時間を要する ハード 面での風水害対策のみ

では十分と はいえず、 防災関係機関によ る 水防活動に加え、 区民等一人一人が風水害の危険性を理解

し 、 いち早く 避難でき る 体制を整えていく こ と が重要です。  

区は、 治水事業の推進をはじ めと する ハード 対策と と も に、 風水害防止に関る さ ま ざま な情報を区

民等に積極的にお知ら せし ながら 各関係機関と の協力・ 連携のも と 、 風水害の防止や、 被害の軽減を

図る ための方策を講じ ていき ま す。  

 

●風水害の避難行動 

風水害における 避難行動は、 風水害の種類や、 居住エリ ア、 居住形態等によ って変わり ま す。 こ こ

では、 本区で想定さ れる 主な風水害の避難行動の考え方を種類別に紹介し ま す。  

 

＜荒川氾濫における 避難行動＞ 

荒川の氾濫では、 京橋・ 日本橋地域に浸水被害が想定さ れていま す。 上流の岩淵水門（ 北区） 付近

で堤防の右岸が破堤し た場合が最大の被害と なり 、 破堤から 1 2 時間後には本区において浸水が始ま

る と さ れている ため、 安全な地域の親戚や知人宅等への避難等を事前に検討し てく ださ い。  

区から 避難指示等が発令さ れた場合は、 対象エリ アの方は、 区が指定し た防災拠点（ 避難所） や浸

水し ない地域に避難し てく ださ い。 なお、 危険が差し 迫っている 場合は、 速やかに頑強な建物の３ 階

以上に避難し てく ださ い。  

 

＜高潮氾濫における 避難行動＞ 

高潮氾濫では、 堤防が破堤し た場合に、 京橋・ 月島地域に浸水被害が想定さ れていま す。  

区から 避難指示等が発令さ れた場合、 対象エリ アの方は、 すぐ に区が指定し た防災拠点（ 避難所）

や浸水し ない地域に避難し てく ださ い。 なお、 危険が差し 迫っている 場合は、 速やかに頑強な建物の

３ 階以上に避難し てく ださ い。  

 

＜津波における 避難行動＞ 

被害想定では、 津波によ る 住宅地等への浸水被害は無いと 想定さ れてま すが、 最大級の地震動によ

って防潮堤や水門が損傷等によ り 機能不全に陥った場合には、 想定を超える 浸水被害の発生も 考えら

れま す。  

区から 避難指示が発令さ れた場合は、すぐ に頑強な建物の２ 階以上、又は区が指定する 防災拠点（ 避

難所） に避難し てく ださ い。  

 

いのちを守る 行動と し て、 避難の考え方に共通する のは安全な場所に避難する こ と です。  

大雨や強風等によ り 、 避難のために外出する こ と がかえって危険な場合も ある こ と から 、 テレ ビ や

ラ ジオ、 区の広報から 情報を収集し 、 状況に合わせて適切な避難行動を取る 必要があり ま す。  
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●自助による区民の防災力の向上

・ 「自らの命は自ら守る」という意識を持ち、自らの判断で避難行動をとってください。

・ 風水害の予報が出た場合、安全な場所にいる際は、無理をして避難所に行く必要はなく、

むやみな外出を控えたり、又は危険が想定されれば事前に安全な親戚・知人宅等に避難す

るなど、必要な安全対策を講じてください。

・ 日頃から天気予報や気象情報等に関心を持ち、風水害の予報が出た場合は、こまめに気

象情報等を収集してください。

・ 区の洪水ハザードマップなどで自分の住む地域の地理的特徴等を把握し、室内の安全対

策及び備蓄、側溝や建物の排水溝を清掃するなど必要な備えをしてください。

・ 水、食料、衣料品、携帯用ラジオ等、非常持出用品をあらかじめ準備してください。

・ 「東京マイ・タイムライン」等を活用するなど、日頃から風水害時の防災行動や避難の

タイミング等について家族で話し合ってください。

洪水・浸水   防災拠点（避難所）の 24 カ所

高   潮 中央区役所、日本橋区民センター、月島区民センター、晴海区民センター

●風水害における避難場所（指定緊急避難場所）

津 波
佃島小学校、佃中学校、月島第一小学校、月島第二小学校、豊海小学校、

月島区民センター

「洪水ハザードマップ」とは想定される浸水の区域や程度、避難場所や避

難時の心構え等の情報をわかりやすくまとめたものです。区民の防災危機管

理意識の向上や自主的避難体制の確立等、洪水の被害軽減に極めて有効で

す。本区では「荒川版」及び「隅田川・神田川・日本橋川版」を作成・公表

しており、区施設で配布するほか、ホームページでご覧いただけます。

荒川版   隅田川・神田川・日本橋川版

中中央央区区洪洪水水ハハザザーードドママッッププ 

区ホームページ内の
ハザードマップのページ
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●避難指示等の発令基準及び区民がと る べき 行動 

「 避難情報に関する ガイ ド ラ イ ン（ 令和３ 年５ 月内閣府）」 では、 具体的でわかり やすい発令基準を

設定し 、 空振り を恐れず、 災害が切迫し た状態であれば夜間や外出が危険な状態であっても 避難指示

等を発令する と いう 基本的な考え方を示し ていま す。  

区ではこ の考え方に基づき 、 総合的な判断のも と に避難指示等の発令し ま す。  
警警戒戒  

レレ ベベルル 
名名称称  発発令令時時のの状状況況  区区民民がが取取るる べべきき 行行動動  

５５   
緊急安 

全確保 

○ 災害によ る 被害が発生又は切

迫し た状況 

（ こ の状況下では災害状況を確

実に把握でき る も のではない等

の理由から 、 必ず発令さ れる 情

報ではない）  

○ 避難指示等の発令後で避難中の居住者

等は確実に避難を完了 

○ 避難し ていない居住者等は、 避難行動

に直ちに移る 、 も し く はそのいと ま がな

い場合は、 命を守る 最低限の行動 

４４   
避難 

指示 

○ 災害によ る 被害が発生する 可

能性が明ら かに高ま った状況 

○ 危険な場所から 全員避難行動

を開始し なければなら ない段階 

○ 危険な場所から 全員避難（ 立退き 避難

又は屋内安全確保）  

３３   
高齢者 

等避難 

○ 災害によ る 被害が予想さ れる

状況 

○ 避難に時間を要する 要配慮者

（ 避難行動要支援者を含む） は

避難行動開始し なければなら な

い段階 

○ 避難に時間を要する 要配慮者（ 避難行

動要支援者を含む） は危険な場所から 避

難（ 立退き 避難又は屋内安全確保） 開始 

○ 上記以外はいつでも 避難でき る よ う 非

常時持出品の用意等準備を開始し たり 、

自主的に避難 

※ 警戒レ ベル２ 「 大雨・ 洪水注意報等」 警戒レ ベル１ 「 早期注意情報」 は気象庁が発表し ま す。  

なお、 洪水については、 本区では荒川の氾濫に伴う 浸水被害が想定さ れま すが、 本区に浸水が始ま

る のは荒川堤防の破堤から 1 2 時間後の想定である ため、 状況に応じ て警察、 消防等の関係機関と 協

議の上、 避難指示等の判断をする こ と になり ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中中央央区区かからら 災災害害情情報報をを取取得得しし よよ うう 。。   

 

ＴＴ ＯＯ ＰＰ ＩＩ ＣＣ ＳＳ   

 
 
気象警報や地震情報 等

の中から 、 希望する 情報
を配信し ま す。  
 
 

 
 
 
 
※２ 次元コ ード を読み込
み、表示さ れる メ ールアド
レ ス 宛てに空メ ールを 送
信、返信さ れたメ ールの指
示に従い、配信を希望する
情報を選んでく ださ い。  

 
 
マ ッ プを 使っ て 避難

所の開設情報や避難経
路を確認でき ま す。  
 
 
 
 
 
 
※２ 次元コ ード を 読み
込むと アプリ のダウ ン
ロ ード サイ ト にジャ ン
プし ます。  

  安安全全安安心心メメ ーールル 防防災災ママッッ ププアアププリリ   
  

ＬＬ ＩＩ ＮＮ ＥＥ   
  

ホホーームムペペーージジ  
  

ⅩⅩ（（ 旧旧 TT ww iitt tt ee rr））   FFaa cc ee bb oo oo kk  
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災災害害時時相相互互援援助助協協定定のの締締結結にによよ るる 広広域域連連携携のの強強化化  

●避難指示等の伝達 

避難指示等の情報伝達は、 防災行政無線、 緊急告知ラ ジオ、 安全安心メ ール、 区ホームページ、 Ｘ

（ 旧 Tw itter）、 Fa ceb oo k、 ケーブルテレ ビ、 ス ピーカー付き 庁有車等のさ ま ざま な手段によ り 行い

ま す。  

なお、 避難行動要支援者等、 特に避難に時間を要する 者に対し て早めのタ イ ミ ングで避難行動を開

始でき る よ う 警察、 消防、 消防団及び防災区民組織等と 連携し 、 高齢者等避難の情報を伝達し ま す。  

 

●自主避難所の開設 

区は、 台風が直撃又は本区に大き な影響を与える 可能性がある などの場合には、 暴風雨や高潮等を

不安に感じ る 区民等が滞在する 施設と し て、 必要に応じ て自主避難所を開設し ま す。 開設し た施設に

は区職員を配置し て水や毛布は準備し ま すが、 食料や常備薬等個人ごと に必要な物品は持参し てく だ

さ い。 自主避難所の開設等を決定し た場合は、 速やかに区ホームページ等によ り お知ら せし ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山形県東根市、岡山県玉野市、千葉県銚子市、宮城県石巻市、山梨県富士河口湖町と 協定を締結し 、

広範な相互援助体制を構築し ていま す。  

 
～～協協定定内内容容～～  

・  食料、 飲料水、 生活必需品や資器材の提供 

・  災害の状況に応じ た職員の派遣 

・  被災者が一時的に避難する 施設の提供 等 

 
 
 
 
 

 
 

石石巻巻市市  

防防災災拠拠点点  

ＴＴ ＯＯ ＰＰ ＩＩ ＣＣ ＳＳ   

東東根根市市  

玉玉野野市市  

銚銚子子市市  
富富士士河河口口湖湖町町 
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 区では、 区民の皆さ んや事業所の方々が、 いざと いう 時に何をすべき か理解

を深めていただき 、 日頃から の備えと し てお役立ていただける よ う 、 地域防災

計画に基づいた自助・ 共助の防災対策を分かり やすく 掲載し たさ ま ざま なパン

フレ ッ ト を発行し て普及・ 啓発に努めていま す。 なお、 こ れら のパンフレ ッ ト

はホームページや防災マッ プアプリ でご覧いただけま す。  
 

区
民
の
皆
さ
ん
向
け 

 

 

         

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  
 

事
業
所
向
け 

                

 

 

 

 

 

 

 

  経営者や責任者向けに、防災対策に必要

な事項や防災マニュ アルを 作成する 際の

ポイ ント 等をま と めたも のです。  

 

  大地震発生時の安全確保や緊急に

対応すべき 行動を ご 理解いただける

よ う 、事業所の防災対策をま と めたも

のです。  

 

中中央央区区がが発発行行すするる パパンンフフ レレ ッッ トト   

区ホームページ内の 
防災パンフ レッ ト 等
一覧のページ 

1 

ああななたたののオオフフ ィィ スス はは大大丈丈夫夫！！？？ オオフフ ィィ スス ササババイイ ババルル BBooookk  

わわがが家家わわががまま ちちのの防防災災ハハンンドド ブブッッ クク  いいまま 、、 始始めめよよ うう 。。 ママンンシショョ ンン防防災災  

震震災災時時活活動動ママニニュュ アアルル策策定定のの手手引引きき  防防災災対対策策にに関関すするる 動動画画（（ ＤＤ ＶＶ ＤＤ ））   

わが家わがま ちの 

地震防災 

備えて安心！ 

マンショ ン防災 
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区では、「 令和６ 年能登半島地震」 で顕在化し た発災時季に起因する 避難所生活の環境保持などの課

題を踏ま えた対策や自助・ 共助の取組への支援を行い、 地域防災力のさ ら なる 充実・ 強化を図る こ と

を目的と し て、令和６ 年当初予算では火災防止対策などを先行し て実施する こ と にし ま し た。さ ら に、

令和６ 年６ 月に一般会計補正予算を計上し ま し た。  

補正予算の主な防災対策と し て、  

① 在宅避難に必要な家庭での備えなど 自助の取組の重要性を区民一人一人に呼びかける と と も に、

各家庭内の取組を後押し する ための防災用品カタ ロ グギフ ト の配布を行い、 家庭内備蓄の促進

を図る こ と  

② マンショ ン居住世帯が９ 割を超える 本区の特性を踏ま え、 マンショ ン内の共助の取組と し てエ

レ ベータ ー閉じ 込め対策の強化を図る ため、 飲料水や携帯ト イ レ 等の非常用品を 格納する エレ

ベータ ー防災キャ ビネッ ト を無償配布する こ と  

③ 発災時季に関わら ず、避難所（ 防災拠点）において安全で安心でき る 生活の環境を確保する ため、

暑さ・ 寒さ 対策やト イ レ 等の衛生対策などに必要な物資の充実を図る と と も に、避難者想定数に

基づく 食料をこ れま での３ 日分から ４ 日分に増強する こ と  

などを講じ てま いり ま す。  

引き 続き 、 防災拠点の機能強化に向けた取組を早期に実施し てま いり ま す。  

 

今後と も「 防災対策に終わり はない。」 と いう 考えのも と 、 区と し て、 防災拠点運営委員会や防災区

民組織等の皆さ ま と 連携を図り ながら 、 防災拠点活動への支援及び地域防災力の向上に努めていく 所

存です。  

 区民、 町会・ 自治会及び事業所の方におかれま し ても 、 自助、 共助のよ り 一層の取組と 、 日頃から

の地域における 顔の見える 関係づく り にご理解と ご協力を賜り ま すよ う 、 よ ろし く お願い申し 上げま

す。  

 

                                        中 央 区 
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